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答  申  

  

審査請求人ら（以下「請求人ら」という。）が提起した生活保護法

（以下「法」という。）２４条９項の準用する同条３項の規定に基づく

保護変更申請却下処分に係る審査請求について、審査庁から諮問があ

ったので、次のとおり答申する。  

 

第１  審査会の結論  

本件審査請求は、棄却すべきである。  

 

第２  審査請求の趣旨  

本件審査請求の趣旨は、〇〇福祉事務所長（以下「処分庁」と

いう。）が令和３年５月２４日付けで行った保護変更申請却下処分

（以下「本件処分」という。）について、請求人らがその取消しを

求めるものである。  

    

第３  請求人の主張の要旨  

   請求人は、以下のことから、本件処分は違法又は不当であると

主張している。  

  法２条 では保 護は無差別 平等に 受けること ができ ると規定す

る。また法１０条では保護は世帯を単位とすると規定する。また

出入国 管理 及び難 民認定 法に より在 留期間 の定 めのあ る外国 人

はそれ 以降 も本邦 に在留 しよ うとす る場合 は在 留期間 の更新 手

続きが義務付けられている。  

以上 によ り 妻は 在 留資 格の 更 新手 続 きを 行う 義 務を 負 うた め

それに伴う費用を支弁する必要がある。この費用が生活保護の一

時扶助として認められなければ生活費から支弁する他ない。  
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保護 費は 法 ８条 に より 最低 限 度の 生 活需 要を 満 たす が これ を

超えない額が支給されている。日本人のみで構成される世帯では

支給額がすべて生活に使えるにもかかわらず、世帯に外国人がい

る場合一部は法定された義務を履行するために支弁せざるを得ず

当該世帯に属する者は厚生労働大臣の定める基準を下回る生活を

送らざるを得なくなる。  

これは請求人〇〇にとっては外国籍の妻を持つことによって、

請求人〇〇にとっては外国籍の母を持つことによって強いられる

ものである。したがって本件処分は無差別平等の原則に反する。  

 

第４  審理員意見書の結論  

本件審査請求は理由がないから、行政不服審査法４５条２項の

規定を適用して、棄却すべきである。  

 

第５  調査審議の経過  

   審査会は、本件諮問について、以下のとおり審議した。  

年  月  日  審  議  経  過  

令和４年４月１９日  諮問  

令和４年７月８日  審議（第６８回第４部会）  

令和４年８月２４日  審議（第６９回第４部会）  

 

第６  審査会の判断の理由  

   審査会は、請求人の主張、審理員意見書等を具体的に検討した

結果、以下のように判断する。  

１  法令等の定め  

⑴  法の基本原則等  

 ア  法１条によれば、日本国憲法２５条に規定する理念に基き、

国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に
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応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障すると

ともに、その自立を助長することを目的とするとされている。 

   また、法２条によれば、すべて国民は、この法律の定める

要件を満たす限り、この法律による保護を、無差別平等に受

けることができる旨規定されている。  

イ  法４条１項によれば、保護は、生活に困窮する者が、その

利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度

の 生活 の 維 持の た め に活 用 す るこ と を 要件 と し て行 わ れ る

とされ、法８条１項によれば、保護は厚生労働大臣の定める

基準（「生活保護法による保護の基準」（昭和３８年４月１日

付厚生省告示第１５８号））により測定した要保護者の需要

を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことの

で きな い 不 足分 を 補 う程 度 に おい て 行 うも の と する と さ れ

ている。  

ウ  法１１条１項によれば、保護の種類として、同項１号に「生

活扶助」が挙げられており、法１２条によれば、困窮のため

最 低限 度 の 生活 を 維 持す る こ との で き ない 者 に 対し て 行 わ

れるとされ、その範囲の事項を「衣食その他日常生活の需要

を満たすために必要なもの」及び「移送」と定めている。  

エ  そして、法２４条３項によれば、保護の実施機関は、保護

の開始の申請（同条１項）があったときは、保護の要否、種

類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもって、

これを通知しなければならないとされている。  

    また、同条９項によれば、同条１項から７項までの規定を

法 ７条 に 規 定す る 者 から の 保 護の 変 更 の申 請 に つい て 準 用

するとされている。  

 ⑵  外国人保護について  

「生活保護問答集について」（平成２１年３月３１日付厚生  
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労働省社会・援護局保護課長事務連絡。以下「問答集」という。）

問１３－３２（答）によれば、外国人は法の適用対象とはなら

ず、法による保護は受けられないが、「生活に困窮する外国人

に対する生活保護の措置について」（昭和２９年５月８日付社

発第３８２号）により、当分の間法による保護等に準ずる取り

扱いをすることとされており、その対象となる外国人に求めら

れる在留資格等として、「出入国管理及び難民認定法」（昭和２

６年政令第３１９号。以下「入国管理法」という。）別表第２

の在留資格を有する者（日本人の配偶者等）などを挙げている。 

⑶  臨時的生活扶助費（一時扶助費）  

「生活保護法による保護の実施要領について」（昭和３６年  

４月１日付厚生省発社第１２３号厚生事務次官通知。以下「次

官通知」という。）第７・２によれば、「臨時的最低生活費（一

時扶助費）は、次に掲げる特別の需要のある者について、最低

生活 に必 要 不可 欠 な物 資を 欠 いて い ると 認め ら れ る 場 合で あ

って、それらの物資を支給しなければならない緊急やむを得な

い場合に限り、別に定めるところにより、臨時的に認定するも

のであること。」とされており、当該特別の需要として、「⑴出

生、入学、入退院等による臨時的な特別需要  ⑵日常生活の用

を弁 ずる こ との で きな い長 期 療養 者 につ いて 臨 時的 に 生じ た

特別 需要  ⑶新 た に保 護開 始 する 際 等に 最低 生 活の 基 盤と な

る物資を欠いている場合の特別需要」が挙げられている。  

そして、局長通知では第７・２・⑶から⑽までにおいて被服

費、家具什器費、移送費、入学準備金、就労活動促進費、その

他を一時扶助の対象として定めている。  

⑷  移送費  

局長通知第７・２・⑺・アによれば、移送は (ｱ)から (ｿ)まで

（別紙参照）のいずれかに該当する場合において他に経費を支
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出す る方 法 がな い とき に乗 車 船券 を 交付 する 等 なる べ く現 物

給付の方法によって行うこととし、移送費の範囲は、 (ｹ) 又は

(ｻ) において別に定めるもののほか、必要最小限度の交通費、

宿泊料及び飲食物費の額とすることとされている。  

また、同・イによれば、生計の途がなく、かつ、一定の住居

を持たない者で、野外において生活している者等に対し移送費

を支給する場合には、面接等により知った事情をできるだけ詳

細に保護台帳等に記入し、保護の経緯を明らかにしておくよう

に留意し、その保護台帳の写しを目的地の保護の実施機関にす

みやかに送付することとされている。  

⑸  次官通知及び局長通知は、いずれも地方自治法２４５条の９

第１項及び３項の規定に基づく法の処理基準である。  

また、問答集は、法に定める事務を地方公共団体が執行する

に当 たっ て の解 釈 運用 指針 と して 合 理的 なも の であ る と認 め

られる。  

２  本件処分についての検討  

  請求人らは、本件印紙代及び本件交通費の支給を求めて本件申

請を行っているため、以下それぞれについて検討する。  

 ⑴  本件申請のうち本件印紙代について  

   請求人〇〇は、妻の在留資格更新に要する収入印紙代４，０

００円について一時扶助を申請しているが、一時扶助について

定める局長通知第７・２・⑶から⑽までにおいて、該当する項

目はなく、本件印紙代の支給を認めるべき根拠は見当たらない。 

   したがって、本件印紙代について一時扶助を行うべきものと

は認められない。  

 ⑵  本件申請のうち本件交通費について  

   請求人〇〇は、妻の在留資格更新の際に要した往復交通費  

  １，８４８円について一時扶助を申請している。交通費の一時
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扶助が認められるためには、局長通知第７・２・⑺・ア又は同・

イに該当することを要するところ（１・⑷参照）、本件におい

て問題となり得るのは、局長通知第７・２・⑺・ア・ (ｳ)該当

性である。そして、本件交通費は妻の在留資格更新の際に要し

た往復交通費であって、また、処分庁から当該交通費に対して

指示 又は 指 導を 行 った こと を うか が わせ る資 料 は存 し ない か

ら、本件交通費は局長通知第７・２・⑺・ア・ (ｳ)には該当し

ない。  

   したがって、本件交通費について一時扶助を行うべきものと

は認められない。  

以上のことから、本件申請に対し、処分庁が、「在留資格の

更新に係る収入印紙代については、保護の実施要領に定められ

ている一時扶助費の項目に該当しないため」として、本件交通

費については「在留資格の更新に係る交通費については、被保

護世帯の状況が保護の実施要領（厚生労働省社会・援護局長通

知第７－２－（７）移送費ア（ア）から（ソ）まで及びイ）の

いずれにも該当しないため」として行った本件処分は上記１の

法令等の規定に則って適正に行われたものと認められるから、

違法又は不当な点があるということはできない。  

３  請求人らの主張について  

請求人らは、上記第３のとおり主張し、本件処分が、法２条に

いう無差別平等の原則に反する旨主張する。  

しかし、本件処分に違法又は不当な点があるということはでき

ないことは上記２のとおりである。  

また、外国人に対する法による保護等に準ずる取扱いでは、当

該外国人が在留資格等を有していることが前提とされていること

から（１・⑵）、法に基づく保護費として在留資格の更新に係る費

用を支給することを想定しているものとは解されない。  
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したがって、請求人らの主張には理由がないというほかはない。 

４  請求人らの主張以外の違法性又は不当性についての検討  

その他、本件処分には違法又は不当な点は認められない。  

 

以上のとおり、審査会として、審理員が行った審理手続の適正性や

法令解釈の妥当性を審議した結果、審理手続、法令解釈のいずれも適

正に行われているものと判断する。  

よって、「第１  審査会の結論」のとおり判断する。  

 

（答申を行った委員の氏名）  

松井多美雄、大橋真由美、山田攝子  

 

別紙（略）  


